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営業外損益の計上に関するお知らせ 
 
 

当社は、2020年6月期（2019年7月1日～2020年6月30日）において下記の営業外損益および特別利益を計上

しましたので、お知らせします。 
 

1. 該当する営業外損益の内容、金額（千円未満は切捨て表示）および発生の経緯 
 

営業外費用： 為替差損 941千円 
臨床試験等に関し日常的に発生する未払金の為替換算レート差および当社が保有する少額の外貨建預

金に発生したものです。 
 

営業外費用： 社債利息 4,999千円 
2019年10月31日発行の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債にかかる支払利息です。 
 

特別利益： 新株予約権戻入益 2,146千円 
未行使の新株予約権（ストック・オプション）を有していた従業員の退職による権利消滅に伴い、貸借対照

表の純資産の部に計上していた新株予約権を取り崩し特別利益に計上したものです。 
 
2. 今後の見通し、その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 
上記の営業外損益計上による当社業績への影響はきわめて軽微です。 
当社は、上記のような少額かつほぼ定常的に発生し得る範囲の営業外損益の発生が投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすことはないと考えていますが、東京証券取引所上場規程第402条等に関し別途定められている

数値基準（当社の事業収益規模の場合、約300千円以上の営業外損益は原則としてすべて該当します）に形式

上該当するため開示を実施するものです。 
 

以上 
 

 


